
 

令和７年度　物価高対応・みやざき応援商品券事業事務実施要綱 
 
 
（目的） 
第１条　この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた、宮崎市民に対し
て、臨時的な措置として実施する、物価高対応・みやざき応援商品券事業（国の物価高騰対応重
点支援地方創生臨時交付金を活用）に関し、必要な事項を定める。 
 
（定義） 
第２条　この要綱において、物価高対応・みやざき応援商品券（以下「応援券」という。）は、前条の
目的を達するために、宮崎市（以下「市」という。）から第３条に定める支給対象者に対して配布さ
れる商品券をいう。 
 
２　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。ただし、様式については、市長が別に定める。 
 
（１）基準日　令和８年１月１日をいう。 
（２）地域券　次のいずれもの要件を満たす店舗において利用できるものとする。 
　　ア　宮崎県内に本店又は本社を有する事業者が営む店舗であること。 
　　イ　宮崎市内に所在し、本事業の取扱店として登録された店舗であること。 
（３）共通券　前号イの要件を満たす全ての登録店舗において利用でできるものとする。 
（４）申出書　第５条２項別記に定める者に係る市長が別に定める様式１号をいう。 
（５）届出書　代理受領を希望する者に係る市長が別に定める様式２号をいう。 
（６）取扱店舗　応援券を活用することができる店舗のことをいう。 
（７）利用対象外商品等　応援券を利用して購入できない商品または取引をいい、その詳　　　　　　
　　　　　　細は別表に定める。 
 
（受給対象者） 
第３条　応援券の受給対象者は、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者。 
 
２　前号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者。 
 
（応援券の額） 
第４条　前条の規定により受給対象者に対して配布する応援券の額面は、１人あたり7,000円（地
域券2,000円、共通券5,000円）とする。 
２　応援券の１枚あたりの額面は、1,000円とする。 
 
（地位の承継等） 
第５条　受給対象者が応援券を受け取る前に死亡した場合は、その権利は消滅する。 
 
２　配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和22年法律第
164号）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37
号）及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する
者の取扱いについては、別記のとおりとする。 
 
（支給の方式） 
第６条　応援券は、基準日時点の世帯主に対し、基準日の世帯構成員一人あたり7,000円を乗じ
た額を、送付することとする。 
 
（代理による受領） 
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第７条　前条の方式で受領できなかった者については、代理による受領を認めることとする。 
 
２　代理受領については届出書内の委任事項確認後に当該商品券を渡すこととする。 
​  
（提出等の期限） 
第８条　応援券の配布に係る届出等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。 
 
２　申出書の期限は、令和８年12月28日とする。この場合において、郵送によるものについては、
令和８年12月１日消印のあるものまでを有効とする。 
 
３　届出書の期限は、令和８年12月28日までとする。この場合において、郵送によるものについて
は、令和８年12月１日消印のあるものまでを有効とする。 
 
（応援券の支給等に関する周知等） 
第９条　市長は本事業の実施にあたり、受給対象者の要件、配布の方法等の事業の概要につい
て、広報その他の方法による住民への周知を行う。 
 
（応援券の利用期間） 
第10条　令和８年４月１日〜令和８年12月31日までとする。 
 
（利用対象外） 
第10条の２　応援券は、別表に定める利用対象外商品等の購入に利用することができない。 
 
（取扱店舗の登録等） 
第11条　次の要件を満たすものが登録できることとする。 
（１）宮崎市内に事業所・店舗等を有すること（風俗営業等の規制対象や公序良俗に反す　　る営
業を除く）。 
（２）宮崎市税に滞納がないこと。　 
 
２　市長は、公示して取扱店舗を募集し、応募した取扱店舗を登録の上、当該取扱店舗に取扱店
舗登録証明書を交付する。 
 
 （取扱店舗の責務） 
第12条 取扱店舗は、事務取扱要項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
 （１）特定取引において応援券の利用を拒んではならないこと。 
 （２）応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。 
 （３）市長と適切な連携体制を構築すること。 
 
２ 市長は、取扱店舗が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を取り消
すことができる。 
 
（応援券の換金手続） 
第13条　市長は、特定取引において応援券が利用された場合は、利用された応援券を有する取
扱店舗に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。 
 
２ 前項の場合において、取扱店舗は、市長が別に定める取次金融機関に、第１１条 第１項　の規
定により交付を受けた取扱店舗登録証明書を提示するとともに、令和９年１月１５　日までの特定
取引において受け取った応援券を提出して、額面記載の金額での換金を令　和９年１月１８日まで
に申し出なければならない。 
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３ 換金の方法は、取扱店舗の預金口座への振込による。 
 
（応援券に関する周知等） 
第14条　市長は、応援券交付事業の実施に当たり、交付対象者及び受取権者の要件、事業概要
について、広報その他の方法による住民への周知を行う。 
 
（権利の譲渡又は担保の禁止） 
第15条　応援券の受領を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 
 
（その他） 
第16条　この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 
 
附　則 
この要綱は、令和８年１月１５日から施行する。 
 
附　則　 
この要綱は、令和８年２月１９日から施行する。 
 
 
別記（第５条関係） 
 
１　配偶者その他の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い 
（１）以下に掲げる事例であって、かつ、（２）の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、そ

の旨を申し出た場合、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）については、基準日時点
で申出者が市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の応援券については、市から支
給する。 
①　配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者（婦人相談所一時
保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設の入所者の暴力被
害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。）など、当該入所者が属する世帯の者
が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。）及びその同伴者であっ
て、基準日において市に住民票を移していない者 

②　親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者
が自宅には帰れない事情を抱えている者 

（２）申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすも
のとする。 
①　申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（平成13 年法律第31 号）第10 条に基づく接近禁止命令又は同法第１０条の２に基づく退
去等命令が出されていること。 

②　女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（親
族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所し
ている者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に
関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。）が発行されていること。 
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援セン

ター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署）や行政機関や関係
機関と連携してＤＶ被害者支援を行っている民間支援団体（婦人保護事業委託団体、地域
ＤＶ協議会参加団体、補助金等交付団体）が発行した確認書も、上記証明書と同様のもの
として取扱う。 

③　基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭和
42 年自治振第150 号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象となっているこ
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と。 
④　①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと
認められる場合 

　 ※　女性自立支援施設に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対し
て当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、
明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合
を含む。 

 
 
２　措置入所等児童の取扱い 

基準日において、次の（１）から（６）までのいずれかに該当する児童（児童（基準日時点で満
18歳に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童以外の者（基準日時点で原則として満22歳に
達する日の属する年度の末日までにある者（疾病等やむを得ない事情による休学等により、当
該年度の末日を越えて在学している場合を含む。））及び（６）における母子生活支援施設の入
所者を含む。以下同じ。）については、市における支給対象者とする。 

（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の３第８項
に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親に委託
されている児童（保護者（児童福祉法第６条に規定する保護者をいう。（２）において同じ。）の
疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養
育することが一時的に困難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる委託をさ
れている児童を除く。） 

（２）児童福祉法第27条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障
害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは同法第27条第２項の規定
により同法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援医療機関（以下「指定発達支援医
療機関」という。）に入院し、又は同法第27条第１項第３号若しくは第27条の２第１項の規定
により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養
護施設、同法第43条の２に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童
自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所している児童（当該児童心理治療施設又は
児童自立支援施設に通う者、２月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又
は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上
若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難と
なったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除
く。） 

（３）身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第２項若しくは知的障害者福祉法（昭和
35年法律第373号）第16条第１項第２号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123
号。）第５条第11項に規定する障害者支援施設をいう。）又はのぞみの園（独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）第11条第１号の規定に
より独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入
所している児童（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する
日以後の最初の３月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（４）生活保護法（昭和25年法律第144号）第30条第１項ただし書の規定により同法第38条第２項
に規定する救護施設、同条第３項に規定する更生施設若しくは同法第30条第１項ただし書に
規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法（昭和31年法律第118号）第36
条に規定する婦人保護施設に入所している児童（２月以内の期間を定めて行われる入所をし
ている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の３月31日
までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

（５）児童福祉法第25条の７第１項第３号の規定により同法第６条の３第１項に規定する児童自立
生活援助事業における住居に入居している児童等（２月以内の期間を定めて行われる入所
をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業
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等の実施について」により、入居している者に限る。） 
（６）児童福祉法第23条第１項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所して

いる者（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。） 
 
３　入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い 

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」（以
下「措置入所等障害者・高齢者」という。）であって、基準日において、市に住民基本台帳に記録
されている者については、市における支給対象とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置
入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置
入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に
支給する。 

（１）「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第１項若しく
は第２項又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の４若しくは第16条第１項
第２号の規定による措置が執られている者（措置が執られている者には、措置施設入所者や
措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者（成年後見人、代理権付与の審判
がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。）を
含む。以下同じ。）（２か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。） 

（２）「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第10条の４第１項及び第11
条第１項の規定による入所等の措置等が執られている者（２か月以内の期間を定めて行わ
れる入所等をしている者を除く。） 

 
４　ホームレス等の取扱い 

居住が安定していない、いわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方
であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日
以降、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における受給対象者とする。 

 
５　無戸籍者の取扱い 

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍で
あると市に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるとき
は、市における受給対象とする。 

 
 
別表 （第2条、第10条の2関係） 
 
応援券を利用することができない商品または取引は、以下のとおりとする。 

分類 禁止事項 根拠（主な理由） 

I. 換金性が高いもの 1. 現金との換金、金融機関へ
の預け入れ。 

資金決済法により、払い戻し

を禁止しているため。 

 3. ICカードなどの換金性の高
いものへのチャージ。 

換金、転売防止のため。 

 4. 株式・先物・宝くじなどの金
融商品。 

投資・資産運用にあたるた

め、事業の対象外。 
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II. 事業趣旨に反するもの 5. 土地・家屋購入、家賃・地
代・駐車場（一時預りを除く）

等の不動産に関わる支払い。 

不動産取引や賃貸契約は債

務にあたるため（資金決済法

で禁止される取引の例）。 

 6. 事業活動に伴い利用する
原材料、機器類及び仕入れ商

品等の支払い。 

支援の対象が消費者の家計

支援に限定されているため。 

 7. 通信販売による支払い。 地域経済の活性化という本事

業の目的が達成されないた

め。 

 8. パチンコ等遊興娯楽費の
支払い。 

公的な支援の趣旨に反するた

め（公序良俗・政策的判断）。 

 9. 風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律

第２条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業に係るものに

関わる支払い。 

公的な支援の趣旨に反するた

め（公序良俗・政策的判断）。 

III. 公的支払い 10. 国や地方公共団体への
支払い及び公共料金などの

支払い（税金、電気、ガス、水

道、電話料金等）。 

地方自治体等の収入にあた

るため。 

IV. 法令により制限されるもの 11. たばこの購入に対する支
払い。 

たばこ事業法 第36条第1項に
より、定価以外での販売が禁

止されているため。 

V. その他 12. その他、宮崎市が指定す
るもの。 
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宮崎市長　清山　知憲　殿 

 
　物価高対応・みやざき応援商品券の配付を受けるにあたり、下記のとおり、配偶者等からの暴
力等を理由に避難している者であることを申し出ます。 
　なお、この申出にあたっては、確認のために必要な情報を関係機関に照会することについて、
同意及び承諾します。 
 

令和　　年　　月　　日 

フリガナ 

生年月日 
令和８年１月１日に 
申出者及び同伴者が 
居住している住所（未届） 氏名 

申出者 

 

年　　月　　日 

 

 

同伴者 

 

年　　月　　日 
 

同伴者 

 

年　　月　　日 
申出者及び同伴者の住民票に 

記載されている住所  

同伴者 

 

年　　月　　日 

 
 

同伴者 
 

年　　月　　日 
 

配偶者等からの暴力を理由に避難
していることに関連して受けている

措置等の種類 

　１．裁判所の保護命令 
　２．女性相談支援センターによる証明書発行 
　３．その他、公的機関による証明書等 

 
 

※宮崎市記入欄 
受付日 該当する事例 備考 

 
１．裁判所の保護命令 
２．女性相談支援センターによる証明書発行 
３．その他、公的機関による証明書等 
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​（別​​紙​​様​​式​​２​​号）​

​代​​理​​受​​領​​を​​希​​望​​す​​る​​旨​​の​​届​​出​​書​

​宮​​崎​​市​​長​​　​​清​​山​​　​​知​​憲​​　​​殿​

​令​​和​​８​​年​​　​​　​​月​​　​​　​​日​​　​​　​​　​

​　​​物​​価​​高​​対​​応・​​み​​や​​ざ​​き​​応​​援​​商​​品​​券​​「以​​下​​「応​​援​​券」​​と​​い​​う。」​​の​​配​​付​​を​​受​​け​​る​​に​​あ​​た​​り、​​下​
​記​​の​​と​​お​​り​​委​​任​​を​​受​​け​​ま​​し​​た​​の​​で、​​送​​付​​を​​希​​望​​し​​ま​​す。​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​　​​委​​任​​者​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​は、​​応​​援​​券​​の​​受​​領​​を​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​※​​委​​任​​者​​は​​自​​署​​ま​​た​​は​​記​​名​​押​​印​​を​​お​​願​​い​​し​​ま​​す。​

​　​​受​​領​​者​

​　​

​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​に​​委​​任​​し​​ま​​す。​

​　​​　​​　​
​　​​　​​　​​　​​　​
​　​​　​​　​​【重​​要】​​代​​理​​受​​領​​の​​成​​立​​条​​件​​に​​つ​​い​​て​​（必​​ず​​ご​​確​​認​​く​​だ​​さ​​い）​
​　​​　​​　​​　​​　・​​代​​理​​受​​領​​は、​​「郵​​送​​さ​​れ​​た​​書​​類​​が、​​不​​達​​に​​よ​​り​​市​​へ​​返​​送​​さ​​れ​​た​​場​​合」​​に​​限​​り​​実​​施​​し​​ま​​す。​
​　​​　​​　​​　​​　・​​申​​請​​後​​も、​​一​​度​​全​​て​​の​​世​​帯​​主​​様​​宛​​に​​発​​送​​さ​​れ​​ま​​す​​（シ​​ス​​テ​​ム​​の​​都​​合​​上、​​特​​定​​の​​世​​帯​​の​​み​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​発​​送​​を​​止​​め​​る​​こ​​と​​は​​で​​き​​ま​​せ​​ん）。​
​　​​　​​　​​　​​　・​​世​​帯​​主​​様​​が​​直​​接​​郵​​便​​を​​受​​け​​取​​ら​​れ​​た​​場​​合​​は、​​配​​布​​完​​了​​と​​み​​な​​し、​​本​​申​​請​​は​​「無​​効」​​と​​な​​り​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​ま​​す。​
​　​​　​​　​​　​​　・​​郵​​便​​が​​届​​か​​ず​​市​​へ​​返​​送​​さ​​れ​​た​​も​​の​​の​​み、​​4​​月​​以​​降​​に​​順​​次​​代​​理​​受​​領​​を​​行​​い​​ま​​す。​

​　​​　​​　​​　​​　​​□​​郵​​便​​の​​返​​送​​が​​代​​理​​受​​領​​の​​必​​須​​条​​件​​で​​あ​​る​​こ​​と、​​お​​よ​​び​​配​​送​​状​​況​​に​​よ​​り​​受​​取​​不​​可​​と​​な​​る​​場​​合​
​　​​　​​　​​　​​　​​　​​が​​あ​​る​​こ​​と​​を​​了​​承​​し​​ま​​す。​​（チェッ​​ク​​必​​須）​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​​　​

​氏​​　​​名​

​住​​　​​所​
​〒​

​連​​絡​​先​


